
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

    

    

    

 

１１１１．．．．失業等給付失業等給付失業等給付失業等給付にににに係係係係るるるる保険料率保険料率保険料率保険料率のののの見直見直見直見直しししし    〔〔〔〔労働保険徴収法関係労働保険徴収法関係労働保険徴収法関係労働保険徴収法関係〕〕〕〕        

雇用保険の財政状況等を勘案し、失業等給付に係る雇用保険率を引き下げる。 【施行済施行済施行済施行済】 

２２２２．．．．育児休業育児休業育児休業育児休業・・・・介護休業等介護休業等介護休業等介護休業等にににに係係係係るるるる制度制度制度制度のののの見直見直見直見直しししし〔〔〔〔育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法、、、、雇用保険法関係雇用保険法関係雇用保険法関係雇用保険法関係〕〕〕〕        

⑴ 多様な家族形態・雇用形態に対応するため、 

① 育児休業の対象となる子の範囲の拡大（特別養子縁組の監護期間にある子等） 

② 育児休業の申出ができる有期契約労働者の要件（１歳までの継続雇用要件等）の緩和等 

を行う。 【平成平成平成平成 29292929 年年年年１１１１月施行月施行月施行月施行】 

⑵ 介護離職の防止に向け、 

① 介護休業の分割取得（３回まで、計 93 日）   ② 所定外労働の免除制度の創設 

③ 介護休暇の半日単位取得             ④ 介護休業給付の給付率の引上げ 

（賃金の 40%→67％）等を行う。 【平成平成平成平成 29292929 年年年年１１１１月施行月施行月施行月施行（（（（ただしただしただしただし、、、、④は④は④は④は平成平成平成平成 28282828 年年年年８８８８月月月月）】 

３３３３．．．．高年齢者高年齢者高年齢者高年齢者のののの希望希望希望希望にににに応応応応じたじたじたじた多様多様多様多様なななな就業機会就業機会就業機会就業機会のののの確保及確保及確保及確保及びびびび就労環境就労環境就労環境就労環境のののの整備整備整備整備    

〔〔〔〔雇用保険法雇用保険法雇用保険法雇用保険法、、、、労働保険徴収法労働保険徴収法労働保険徴収法労働保険徴収法、、、、高齢者雇用安定法関係高齢者雇用安定法関係高齢者雇用安定法関係高齢者雇用安定法関係〕〕〕〕    

⑴ 65 歳以降に新たに雇用される者を雇用保険の適用の対象とする。 

【平成平成平成平成 29292929 年年年年１１１１月施行月施行月施行月施行（ただし、保険料徴収は平成 31 年度分まで免除）】 

⑵ シルバー人材センターの業務について、都道府県知事が市町村ごとに指定する業種等においては、派遣・職業紹

介に限り、週 40 時間までの就業を可能とする。 【施行済施行済施行済施行済】 

４４４４．．．．そのそのそのその他他他他〔〔〔〔男女雇用機会均等法男女雇用機会均等法男女雇用機会均等法男女雇用機会均等法、、、、育児育児育児育児・・・・介護休業法介護休業法介護休業法介護休業法、、、、労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法労働者派遣法、、、、雇用保険法雇用保険法雇用保険法雇用保険法〕〕〕〕        

⑴⑴⑴⑴    妊娠妊娠妊娠妊娠したしたしたした労働者等労働者等労働者等労働者等のののの就業環境就業環境就業環境就業環境のののの整備整備整備整備    

妊娠、出産、育児休業・介護休業等の取得等を理由とする上司・同僚等による就業環境を害する行為を防止する

ため、事業主に雇用管理上必要な措置を義務づける。 【平成平成平成平成 29292929 年年年年１１１１月施行月施行月施行月施行】 

(2)(2)(2)(2)    雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの就職促進給付就職促進給付就職促進給付就職促進給付のののの拡充拡充拡充拡充    

・失業等給付の受給者が早期に再就職した場合に支給される再就職手当の給付率を引き上げる。 

［支給日数：１／３以上を残した場合、残日数の 50％→60％ ２／３以上を残した場合、残日数の 60％→70％］                

【平成 29 年１月施行】 

・「求職活動支援費」として、求職活動に伴う費用（例：就職面接のための子の一時預かり費用）について新たに給

付の対象とする。 【平成平成平成平成 29292929 年年年年１１１１月施行月施行月施行月施行】 

    

 

雇用保険法等雇用保険法等雇用保険法等雇用保険法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律がががが成立成立成立成立①①①①    
連載トピックス 

雇雇雇雇用保険法等用保険法等用保険法等用保険法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律のののの概要概要概要概要    

労働者の離職の防止や再就職の促進を図ること、高年齢者の希望に応じた多様な

就業機会の確保を図ることなどを目的として、雇用保険法、育児・介護休業法など

が改正されることになりました。企業実務に影響を及ぼす改正も含まれていますの

で、今回から数回に分けて、重要な部分を紹介いたします。 

まずは全体像をみていきましょう。 

☆ 最最最最もももも重要重要重要重要なななな改正改正改正改正はははは、、、、３⑴の３⑴の３⑴の３⑴の 65656565 歳以降歳以降歳以降歳以降にににに新新新新たにたにたにたに雇用雇用雇用雇用されるされるされるされる者者者者へのへのへのへの雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの適用拡大適用拡大適用拡大適用拡大でしょうでしょうでしょうでしょう。。。。将来的将来的将来的将来的にににに

はははは雇用保険料雇用保険料雇用保険料雇用保険料のののの高年齢労働者高年齢労働者高年齢労働者高年齢労働者のののの免除免除免除免除もなくなりますもなくなりますもなくなりますもなくなります。。。。就業規則就業規則就業規則就業規則などのなどのなどのなどの改訂改訂改訂改訂がががが必要必要必要必要となってくるとなってくるとなってくるとなってくる改正改正改正改正もありもありもありもあり

ますのでますのでますのでますので、、、、ごごごご質問質問質問質問があればおがあればおがあればおがあればお声声声声かけくださいかけくださいかけくださいかけください。。。。    
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●●●●改正後改正後改正後改正後の１かの１かの１かの１か月当月当月当月当たりのたりのたりのたりの非課税限度額非課税限度額非課税限度額非課税限度額        次のようになりました（下線部分が改正箇所です）。 

区分 課税されない金額 

① 交通機関または有料道路を利用して 

いる人に支給する通勤手当 

1 か月当たりの合理的な運賃等の額 

（最高限度最高限度最高限度最高限度    150,000150,000150,000150,000 円円円円） 

② 自動車や自転車などの交通用具を 

使用している人に支給する通勤手当 

片道の通勤距離に応じて、 

31,600 円～4,200 円 

㊟片道の通勤距離が２キロメートル未満 

である場合は全額課税 

③ 交通機関を利用している人に支給 

する通勤用定期乗車券 

1 か月当たりの合理的な運賃等の額 

（最高限度最高限度最高限度最高限度    150,000150,000150,000150,000 円円円円） 

④ 交通機関または有料道路を利用する 

ほか、交通用具も使用している人に 

支給する通勤手当や通勤用定期乗車券 

1 か月当たりの合理的な運賃等の額

と②の金額との合計額 

（最高限度最高限度最高限度最高限度    150,000150,000150,000150,000 円円円円） 

〔解説〕公共交通機関のみを利用している場合は、１か１か１か１か月当月当月当月当たりたりたりたり 150,000150,000150,000150,000 円円円円がががが非課税非課税非課税非課税のののの限度額限度額限度額限度額となります（それを超える部分

については課税）。なお、合理的な運賃等の額が非課税の対象ですから、たとえば、新幹線のグリーン料金は限度額を

超えるか否かを問わず、課税されることになります（グリーン料金の部分は合理的な運賃等ではない）。 

●●●●適用関係適用関係適用関係適用関係    

改正後の非課税規定は、平成平成平成平成 28282828 年年年年１１１１月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後にににに支払支払支払支払われるべきわれるべきわれるべきわれるべき通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当についてについてについてについて適用適用適用適用されます。なお、次に掲げ

る通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されません。 

㋐ 平成 27 年 12 月 31 日以前に支払われたもの 

㋑ 平成 27 年 12 月 31 日以前に支払われるべき通勤手当で、平成 28 年１月１日以後に支払われるもの 

㋒ ㋐又は㋑の通勤手当の差額として追加支給されるもの  

 

  

 

 

 

 

通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当のののの非課税限度額非課税限度額非課税限度額非課税限度額のののの引引引引きききき上上上上げがげがげがげが決定決定決定決定    トピックス 

給与所得者（従業員）に支給する通勤手当の非課税限度額が、１か月当たり 10万円から、１か月当たり 

「15 万円」に引き上げられました。 

改正後改正後改正後改正後のののの通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当のののの非課税限度額非課税限度額非課税限度額非課税限度額などなどなどなど    

☆☆☆☆    このこのこのこの改正改正改正改正はははは、、、、平成平成平成平成 28282828 年年年年１１１１月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後にににに支払支払支払支払われるべきわれるべきわれるべきわれるべき通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当（（（（同日前同日前同日前同日前にににに支払支払支払支払われるべきわれるべきわれるべきわれるべき通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当のののの差差差差

額額額額としてとしてとしてとして追加支給追加支給追加支給追加支給するものをするものをするものをするものを除除除除くくくく。）。）。）。）についてについてについてについて適用適用適用適用されますされますされますされます。。。。    

そのためそのためそのためそのため、、、、すでにすでにすでにすでに支払支払支払支払ったったったった通勤手当通勤手当通勤手当通勤手当についてについてについてについて、、、、過納過納過納過納となるとなるとなるとなる税額税額税額税額がががが生生生生じることがありますじることがありますじることがありますじることがあります。。。。そのそのそのその場合場合場合場合はははは、、、、本本本本

年年年年のののの年末調整年末調整年末調整年末調整のののの際際際際にににに精算精算精算精算することになりますすることになりますすることになりますすることになります。。。。    

    

あとがきあとがきあとがきあとがき◆◆◆◆つちはしつちはしつちはしつちはし事務所事務所事務所事務所よりよりよりより    

☆雇用保険法の改正は、第 1 弾の雇用保険料率雇用保険料率雇用保険料率雇用保険料率のののの引引引引きききき下下下下げについてはげについてはげについてはげについては、、、、今年今年今年今年 4444 月月月月 1111 日日日日からからからから施行施行施行施行され、お客様

にもお知らせしたところです。影響が大きいと思われるのは、第 2 弾の育児介護休業等に係る制度の見直し。

こちらは育児介護休業法の改正に伴うもので、介護休業給付介護休業給付介護休業給付介護休業給付のののの給付率給付率給付率給付率のののの引上引上引上引上げはげはげはげは今年今年今年今年のののの 8888 月施行月施行月施行月施行。そのほ

かは来年平成 29 年の 1 月施行となります。さらに第３弾の「65656565 歳以降歳以降歳以降歳以降にににに新新新新たにたにたにたに雇用雇用雇用雇用されるされるされるされる者者者者をををを雇用保険雇用保険雇用保険雇用保険のののの適適適適

用用用用のののの対象対象対象対象とするとするとするとする」」」」という改正は、高齢者の雇用に大きな影響をあたえそうです。こちらも施行は来年１月から。

マスコミで騒がれている事件の裏で、着々と社会の仕組みを変える法律は作られています。 

☆こちらも、いつの間にか決定していた通勤手当の非課税限度額の引き上げ。交通機関または 

有料道路を利用している人の通勤手当の非課税枠が１０万円から１５万円に。該当者は 

多くなさそうですが、今年の１月１日以降支給分から適用ですので、ご注意ください。 

発行：つちはし社会保険労務士事務所 TEL 088-611-5558 FAX 088-611-5580 


